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新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 465,560,000円

（注）１．本募集は、平成26年６月24日開催の当社定時株主総会

の特別決議及び平成26年８月１日開催の当社取締役会

決議に基づき、ストックオプションを目的として新株

予約権を発行するものであります。

２．募集金額は、ストックオプションとしての目的で発行

することから無償で発行するものといたします。ま

た、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金

額は、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算

出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社商船三井　名古屋支店

（名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号）

株式会社商船三井　関西支店

（大阪市北区中之島三丁目３番23号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券】

（１）【募集の条件】

発行数 1,130個

発行価額の総額 ０円

発行価格 ０円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成26年８月11日～15日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 株式会社商船三井　総務部　総務・株式グループ

払込期日 該当事項はありません。

割当日 平成26年８月18日

払込取扱場所 該当事項はありません。

　（注）１．本新株予約権証券は、平成26年６月24日開催の当社定時株主総会および平成26年８月１日開催の当社取締役

会で決議された当社のストックオプション制度に基づき発行されるものであります。

２．申込みの方法は、平成26年８月11日から平成26年８月15日までに「新株予約権申込証」を提出して、当社と

の間で「新株予約権割当契約書」を締結するものであります。

３．本新株予約権の募集は、ストックオプションの目的をもって行うものであり、当社執行役員及び幹部職員並

びに当社連結子会社社長に対して新株予約権を割当てるものであります。

４．本募集の対象となる者の人数および発行数は以下のとおりであります。

割当対象者 人数 新株予約権の発行数

当社執行役員 19名 480個

当社従業員 33名 330個

当社連結完全子会社

（当社出資比率100％）社長
24名 240個

当社連結子会社

（当社出資比率100％未満）社長
8名 80個

合計 84名 1,130個
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

当社普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式で

あります。また、単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる

株式の数

1,130,000株

各新株予約権の目的である株式数（以下、「付与株式数」という）は1,000株とする。ただ

し、付与株式数は下記（注）１．の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使時の払

込金額

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使により発行又は

移転する株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という）は、割当日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値（以下、「終値」という）の平均値に1.10を乗じた価額とし、１円未満の端数は切上

げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の

終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。

 ただし、行使価額は下記（注）２．の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

465,560,000円

（注）　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本有価証

券届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額であります。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合の１株当たりの発行価格は行使価額と同額とす

る。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上

記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年８月２日から平成36年６月23日までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社商船三井　総務部　総務・株式グループ

２　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 株式会社三井住友銀行　本店営業部

新株予約権の行使の条件 １　各新株予約権は、１個を分割して行使できないものとする。

 ２　割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社連結子会

社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することが出来る。

 ３　当社が組織再編を行う場合は、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項」に従い、効力発生日において、残存新株予約権は消滅するものとする。

 ４　新株予約権の権利行使期間内であるか否かに拘わらず、割当を受ける者が次の各号の一

に該当した場合には、付与された新株予約権は直ちに失効する。

 (1）禁錮以上の刑に処せられた場合

 (2）解任又は免職された場合

 (3）死亡した場合

 (4）新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合

 (5）当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場

合

 ５　その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新

株予約権割当契約書」に定めるところによる。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

該当事項はありません。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又

は株式移転（以上を総称して「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為

の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）の新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲

げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞ

れ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新

株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 （ア）交付する再編対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付

するものとする。

 （イ）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

 （ウ）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じ

て決定する。

 （エ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条

件等を勘案の上調整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの

払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じ

て得られる金額とする。

 （オ）新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開

始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

 （カ）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金に関する事項

 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」に準じて決定する。

 （キ）譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

 （ク）新株予約権の取得条項

 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。

 （ケ）その他の新株予約権の行使の条件

 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　（注）１．付与株式数の調整

新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という）の後、当社が株式分割（株式無償割当を含む）又は株

式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により当

該新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準

じ、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、取締役会の

決議により合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

２．行使価額の調整

新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割（株式無償割当を含む）又は株式併合を行う場

合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行

う場合［会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、

当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く］は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替える。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他

これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で

行使価額を調整することができるものとする。

３．新株予約権の効力発生時期

新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書および添付書類が行使請求受付場所に提出され、かつ、払

込金が指定口座に払い込まれたときに生ずるものとする。

４．株式の交付方法

当社は新株予約権の行使の効力発生後すみやかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿へ

の記載もしくは記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行または移転する。

５．前記に定めるほか、新株予約権の行使の手続、新株予約権を行使した者が取得した株式の取扱、その他の新

株予約権の行使等に関する事項については、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する「新株予約権割当

契約書」に定めるところによるものとする。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

465,560,000 1,000,000 464,560,000

　（注）１．払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計

額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額を記載しています。

２．「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　今回の募集は、対象者の連結業績と株主利益向上に対する意欲や士気の高揚を目的として実施するものであ

り、資金調達を主たる目的とはしておりません。

　また、資金の払込みは、新株予約権を付与された者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計

画に織り込むことは困難であります。したがって、手取金は、設備資金あるいは運転資金に充当する予定であ

りますが、具体的な金額については、払込みのなされた時点の資金繰り状況に応じて決定いたします。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

のこと。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度（平成25年度）自平成25年４月１日　至平成26年３月31日

平成26年６月24日関東財務局長に提出

 

２【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書提出日（平成26年８月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成26年６月27日に関東財

務局長に提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書提出日（平成26年８月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成26年８月１日に関東財

務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　参照書類である有価証券報告書（平成25年度）に記載された「事業等のリスク　(5）公的規制」について、当該有価

証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において変更及び追加がありました。以下の内容は当該

「事業等のリスク　(5）公的規制」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示してお

ります。

　また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、下記「事業等のリスク　(5）公的規制」に記載の

事項を除き、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。

 

［事業等のリスク］

(5）公的規制

　当社グループの主たる事業分野である外航海運業では、設備の安全性や船舶の安全運航のために、国際機関及び

各国政府の法令、船級協会の規則等様々な公的規制を受けております。また、その他の事業分野も含め、事業を展

開する各国において、事業・投資の許可をはじめ、運送、通商、独占禁止、租税、為替規制、環境、各種安全確保

等の法規制の適用を受けております。これらの規制を遵守するためコスト増加となる可能性があり、当社グループ

の活動が制限され、事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　平成26年３月18日、公正取引委員会より特定自動車運送業務の取引に関連して、複数の事業会社に対し排除措置

命令及び課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。本件は当社を含めた関係事業者に対し、独占禁止法違

反の行為があったとして平成24年９月６日に同委員会の立入調査を受けていたものです。当該発表においては、当

社についても独占禁止法に違反する行為があった旨の言及がありますが、当社は上記立入調査より前に違反のある

行為を取り止めていたこと、及び同委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたこと等から、

上述の命令のいずれも受けておりません。なお、当社連結子会社の日産専用船株式会社は課徴金減免制度の適用を

申請し、課徴金の減額を認められましたが、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。

　当社グループは米国、欧州その他海外の競争法当局による調査の対象にもなっており、これら調査には引き続き

全面的に協力してまいります。また、他船社と完成自動車車両の海上輸送サービスの価格調整等を行ったとして、

当社グループに損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟が米国等において提起されています。これらの
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調査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社グループの業績に与える

影響は不明です。

　平成26年４月19日、当社運航の鉄鉱石運搬船が中国浙江省において中国当局の差し押さえを受け、同年４月24

日、本船の差し押さえは解除されました。本件は日中戦争直前に当社の前身企業が中国船主より定期傭船した貨物

船に関連する中国での民事訴訟によるものです。なお、前年度までに会計上の手当てをしておりますので、本件に

よる当期業績への影響は軽微です。また、本件以外に同種の訴訟はありません。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社商船三井　本店

（東京都港区虎ノ門二丁目１番１号）

株式会社商船三井　名古屋支店

（名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号）

株式会社商船三井　関西支店

（大阪市北区中之島三丁目３番23号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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